
愛知県融資制度＜経済環境適応資金＞ 

サポート資金【経済対策特別】 

「中東・米国関税・物価高対応枠」 
［2026 年７月 3 日から 2027 年３月３1 日まで］ 

 
中東情勢・米国関税措置・物価高の影響により 

売上高等が減少している中小企業者を応援します！ 

 

 

 
 

 

資金使途・限度額 経営の安定に必要な事業資金  1 億 2,000 万円 

融資期間・利率 

（2026 年 7 月 3 日時点） 

 １年以内  金融機関所定 

１年超３年以内 年１．８％  ３年超５年以内  年１．９％ 

 ５年超７年以内 年２．０％  ７年超 10 年以内 年２．１％ 

信用保証 愛知県保証協会による信用保証を要します（一般保証を利用）。 

保証料率 

中小企業に関するデータベースである「CRD」の評価結果に基づき、次のいずれかの料率となります。 
 

料率区分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

保証料率 1.74 1.56 1.40 1.25 1.05 0.85 0.69 0.53 0.38 
 

信用保証料補助 

★保証料補助により、事業者の負担は２分の１となります。 

（ただし、当初契約時の保証料のみ。条件変更に伴う増額分は事業者負担） 

2026 年７月３日保証承諾分から 2027 年３月 31 日保証申込受付分まで 

返済方法 分割返済（１年以内の据置期間を設けることができます。） 

担 保 原則として、不要です。 
愛知県信用保証協会が取扱い可能と判断した場合は、通常 8,000 万円の無担保

信用保証枠を 1 億 2,000 万円まで拡大しています。 

保証人 原則として、法人代表者以外の連帯保証は不要です。 

責任共有制度 対象 

推薦機関 県内商工会議所及び商工会 

申込先 県制度融資取扱金融機関 

申込書類 売上高・利益率減少に関する要件確認書（環-様式１号-1,2） 

問い合わせ先 
愛知県 経済産業局中小企業部 中小企業金融課 融資・貸金業グループ 052-954-6333 

愛知県信用保証協会 総合相談窓口 0120-454-754（信用保証について） 

 

対象となるかた 

売上高、売上高総利益率、売上高営業利益率のいずれかが減少している

中小企業者（要件緩和（売上高等３％以上減少→減少）を継続） 

（単位：年率 ％） 

制度の概要 


